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関 係 法 令

【児童福祉法】
(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)

第六条の二
2 この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童で
あつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了
後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業
をいう。

第二十一条の八

市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細
かな福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童及び保護者の心身の状況、これらの者の
置かれている環境その他の状況に応じて、当該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受け
られるように、福祉サービスを提供する者又はこれに参画する者の活動の連携及び調整を図るように
することその他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。

第二十一条の九

市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業及び
子育て短期支援事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」
という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
一 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
二 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
三 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及

び助言を行う事業

第二十一条の十

市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行う
とともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の二
第二項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。

第二十一条の十一

市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあつたと
きは、当該保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案
し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うも
のとする。
2 市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあつた場合には、必要に応じて、子育て支援
事業の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者
の利用の要請を行うものとする。

第二十一条の十五

、 、 、国 都道府県及び市町村以外の子育て支援事業を行う者は 厚生労働省令で定めるところにより
その事業に関する事項を市町村長に届け出ることができる。

第二十一条の十六

国及び地方公共団体は、子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供、相談その他の適当な援
助をするように努めなければならない。

第二十一条の十七

国及び都道府県は、子育て支援事業を行う者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助
するための研究その他保護者の児童の養育を支援し、児童の福祉を増進するために必要な調査研究の
推進に努めなければならない。
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第三十四条の七

市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、放課後児童健全育成事
業を行うことができる。

第四十九条

この法律で定めるもののほか、児童自立生活援助事業及び放課後児童健全育成事業並びに児童福
祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。

第五十六条の六
2 児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、そ
の事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭か
らの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならな
い。

【児童福祉法施行令】
(昭和二十三年三月三十一日政令第七十四号)

第一条

児童福祉法(以下「法」という。)第六条の二第二項に規定する放課後児童健全育成事業は、これ
を利用する児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により、適
切な遊び及び生活の場を与えて実施されなければならない。

【発達障害者支援法】
(平成十六年十二月十日法律第百六十七号)

(放課後児童健全育成事業の利用)
第九条

市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切
な配慮をするものとする。

【少子化社会対策基本法】
(平成十五年七月三十日法律第百三十三号)

(保育サービス等の充実)
第十一条

国及び地方公共団体は、子どもを養育する者の多様な需要に対応した良質な保育サービス等が提
供されるよう、病児保育、低年齢児保育、休日保育、夜間保育、延長保育及び一時保育の充実、放課
後児童健全育成事業等の拡充その他の保育等に係る体制の整備並びに保育サービスに係る情報の提供
の促進に必要な施策を講ずるとともに、保育所、幼稚園その他の保育サービスを提供する施設の活用
による子育てに関する情報の提供及び相談の実施その他の子育て支援が図られるよう必要な施策を講
ずるものとする。

【社会福祉法】
(昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号)

(定義)
第二条

この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。

3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
二 児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事

業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び
児童の福祉の増進について相談に応ずる事業



放課後児童クラブガイドラインについて

○ 子育てと仕事の両立支援に対するニーズの増大を背景に、放課後児童クラブ数が年々増加していることから、クラブを生活の場として
いる子どもの健全育成を図ることを目的として、補助金の交付・不交付を問わず、クラブとして望ましい運営内容を目指すためのガイドラ
インを国において初めて策定。

○ 本ガイドラインを参考に、各クラブにおいて定期的に自己点検を行うなどにより資質の向上を図る。

趣旨・目的

「放課後児童クラブガイドラインについて」（平成１９年１０月１９日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）

１．対象児童
・ 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校１～３年の就学児童。
・ その他健全育成上指導を要する児童（特別支援学校の小学部及び小学校
４年生以上）

２．規模
・ 集団の規模については、おおむね４０人程度までとすることが望ましい。
・ １放課後児童クラブの規模については、最大７０人までとすること。

３．開所日・開所時間
・ 子どもの放課後の時間帯、地域の実情や保護者の就労状況を考慮。
・ 土曜日、長期休業期間等は、保護者の就労実態等を踏まえて８時間以上
開所。

・ 新１年生については、保育所との連続を考慮し４月１日より受け入れること。

４．施設・設備
・ 専用の部屋または間仕切り等で区切られた専用スペースを設け、生活の場
としての機能が十分確保されるよう留意すること。

・ 子どもが生活するスペースについては児童１人当たり１．６５㎡以上が望ま
しい。なお、体調が悪い時等に休息できる静養スペースを確保すること。

・ 施設・設備は衛生及び安全が確保されているとともに、事業に必要な設備・
備品を備えること。

５．職員体制
・ 放課後児童指導員を配置すること。
・ 放課後児童指導員は、児童福祉施設最低基準第３８条に規定する児童の
遊びを指導する者の資格を有する者が望ましい。

６．放課後児童指導員の役割
・ 子どもの人権の尊重、個人差への配慮、体罰等の禁止、プライバシー保
護等に留意のうえ、次の活動を行うこと。

① 子どもの健康管理、出席確認等の安全確保、情緒の安定を図る。
② 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培う。
③ 子どもが宿題・自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な

援助を行う。
④ 基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、

その力を身につけさせる。
⑤ 活動内容について家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭

や地域での遊びの環境づくりへの支援を行う。
⑥ 児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされ

るケースについては、市町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等
を活用しながら、児童相談所や保健所等の関係機関と連携して対応。

⑦ その他放課後における子どもの健全育成上必要な活動を行う。

○その他
７． 保護者への支援・連携

・ 保護者自身が互いに協力して子育ての責任を果たせるよう支援。

８． 学校との連携

・ 学校、放課後子ども教室との連携を図る。

９． 関係機関・地域との連携
10. 安全対策
11. 特に配慮を必要とする児童への対応
12. 事業内容等の向上について

・ クラブは、事業内容について定期的に自己点検、自ら事業内容向上に努める。
13. 利用者への情報提供等
14. 要望・苦情への対応

ガイドラインの概要
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（抄）放課後児童健全育成事業等実施要綱

Ⅰ 放課後児童健全育成事業

１ 趣 旨
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という ）第６条の２第２項。

の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおお
むね１０歳未満の児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室、児童館等を利用
して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものである。

２ 実施主体
本事業の実施主体は、法第３４条の７の規定に基づき、市町村（特別区を含む。以

下同じ 、社会福祉法人その他の者（以下「市町村等」という ）とする。。） 。

３ 対象児童
本事業の対象児童は、法第６条の２第２項の規定に基づき、保護者が労働等により

昼間家庭にいない小学校１～３年に就学している児童であり、その他健全育成上指導
を要する児童（特別支援学校の小学部の児童及び小学校４年生以上の児童）も加える
ことができるものであること（以下「放課後児童」という 。。）

４ 運 営
本事業の運営は、次により行うものであること。
１ 本事業の実施に当たっては 遊びを主として放課後児童の健全育成を図る者 以（ ） 、 （

下「放課後児童指導員」という ）を配置し、放課後児童を受け入れるものであ。
ること。

（２）放課後児童指導員の選任に当たっては、児童福祉施設最低基準（昭和２３年厚
生省令第６３号）第３８条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者
が望ましいこと。

（３）本事業は、放課後児童の就学日数、地域の実情等を考慮し、年間２５０日以上
開所すること （ただし、平成２１年度までは、特例として２００日以上でも国。
庫補助の対象とする ）。

また、開所時間については、１日平均３時間以上とすること。ただし、長期休
暇期間などについては、子どもの活動状況や保護者の就労状況等により、原則と
して１日８時間以上開所すること。

（４）本事業は、小学校の余裕教室や小学校敷地内の専用施設のほか、児童館、保育
所や団地の集会室などの社会資源を活用して実施すること。

なお、同じ建物内で、別添１に基づく放課後子ども教室推進事業（以下 「放、
課後子ども教室推進事業」という ）など、すべての子どもを対象とした活動拠。
点（居場所）の提供を併せて行う場合には、放課後児童のために間仕切り等で区
切られた専用スペース又は専用部屋を設け、生活の場としての機能が十分確保さ
れるよう留意すること。

（５）子どもの情緒の安定や事故防止を図る観点から、１クラブ当たりの放課後児童
の人数が一定規模以上になった場合には、分割を行うなど適正な人数規模のクラ
ブへの転換に努めること （ただし、平成２１年度までは、経過措置として１ク。
ラブ当たりの児童数が７１人以上の場合も国庫補助の対象とする ）。

（６）本事業は、法第６条の２第２項及び児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４
号）第１条の規定に基づき、利用する放課後児童の健全な育成が図られるよう、
衛生及び安全が確保された設備を備える等により実施されなければならないもの
であり、その活動に要する遊具、図書及び児童の所持品を収納するためのロッカ
ーの他、生活の場として必要なカーペット、畳等を備えること。
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（７）本事業の実施に当たっては、家庭や放課後子ども教室推進事業の担当者及び関
係機関との連携を図ること。

（８）本事業の実施に当たっては、子どもの様子の変化や小学校の下校時刻の変更な
どに十分対応できるよう、小学校の教職員との間で迅速な情報交換ができる体制
を整備すること。

（９）本事業の実施に当たっては、地域における放課後児童の状況を的確に把握する
とともに、法第５６条の６第２項の規定に基づき、本事業を行う他の者との相互
連携、放課後児童及びその家庭からの相談等地域の実情に応じた積極的な支援を
行うように努めなければならないこと。

（10）本事業の実施に当たっては、本事業の加入申込み等に係る書類について、所
定の様式を定め整備すること。

(11)本事業の実施に当たっては、児童の安全管理、生活指導、遊びの指導等につい
て、放課後児童指導員の計画的な研修を実施するものとし、また児童館に勤務す
る児童厚生員の研修や放課後子ども教室推進事業の担当者研修との連携を図るこ
と。

また、都道府県においても、同様に放課後児童指導員の計画的な研修を実施す
ること。

(12)市町村は、児童の保護者、児童委員、民間の児童健全育成ボランティア等の協
力を得て本事業の支援に当たるものとすること。

(13)市町村は、法第２１条の１０の規定に基づき、放課後児童の本事業の利用に関
する相談及び助言、地域の実情に応じた本事業の実施及び本事業を行う者との連
携等により、放課後児童の本事業の利用の促進に努めなければならないこと。

５ 事業の内容
本事業は、次の内容・機能を有するものとすること。

（１）放課後児童の健康管理、情緒の安定の確保
（２）出欠確認をはじめとする放課後児童の安全確認、活動中及び来所・帰宅時の安

全確保
（３）放課後児童の活動状況の把握
（４）遊びの活動への意欲と態度の形成
（５）遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと
（６）連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換の実施
（７）家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
（８）その他放課後児童の健全育成上必要な活動

６ 留意事項
（１）本事業は、その目的を異にするスポーツクラブや塾等、その他公共性に欠ける

ものについては対象としないものであること。
（２）本事業の実施主体は、政治的又は宗教上の組織に属さないものであること。

７ 費 用
（ ） 、 （ 。１ 国は 上記２～６の要件を満たした次の事業 放課後児童が１０人以上に限る

、 、 。）ただし 開設日数が２００～２４９日の場合は 放課後児童が２０人以上に限る
に対して、別に定めるところにより補助するものとする。
① 市町村が実施する事業又は助成する事業に対して都道府県が補助する事業
② 指定都市及び中核市が実施する事業又は助成する事業

（２）市町村等は、本事業を実施するために必要な経費の一部を、保護者から徴収す
ることができるものとする。
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（ ）Ⅱ 放課後子ども環境整備事業 放課後児童クラブ未実施小学校区緊急解消等事業

１ 趣 旨
新たに放課後児童健全育成事業を実施するための施設（放課後児童クラブ）を設置

するため、既存の小学校の余裕教室等の改修等や必要な設備の整備などの環境整備を
行うことにより、放課後児童クラブの設置促進等を図ることを目的とする。

２ 実施主体
本事業の実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ 、社会福祉法人その他の。）

者とする。

３ 対象事業
（１）放課後児童クラブ設置促進事業

Ⅰに基づく放課後児童健全育成事業（以下 「放課後児童健全育成事業」とい、
う ）を新たに実施するための施設の設置に必要な、小学校の余裕教室等の既存。
施設の改修、設備の設置や修繕、備品の購入を行う事業。

（２）放課後児童クラブ環境改善事業
放課後児童健全育成事業を新たに実施するための施設の設置に必要な、既存施

設の改修を伴わない設備の整備（備品の購入等）のみを行う事業。
（３）放課後児童クラブ障害児受入促進事業

既存の放課後児童健全育成事業を実施する施設において、障害児を受け入れる
ために必要な改修、設備の設置や修繕、備品の購入を行う事業。

４ 対象事業の制限
（１）他の国庫補助を受ける場合は、本事業の対象とはならないこと。
（２）既存の事業実施施設の破損や老朽化等に伴う改修や修繕は、本事業の対象とは

ならないこと。
（３）３の（１）及び（２）の事業については、１施設につき１回限りとすること。

ただし、既存の放課後児童クラブを分割して、適正な人数規模のクラブとして実
施する場合には、この限りでないこと。

また、対象施設は、当該年度中または翌年度４月１日に事業を実施するものの
みであること。

（４）３の（３）の事業については、受け入れる障害児の障害の種類や程度等によっ
ては、同一施設において複数回、実施することも可能であること。

また、対象施設は、当該年度中又は翌年度に障害児の受入を予定しているもの
のみであること。

５ 費 用
国は、次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとする。

（１）市町村が実施する事業又は助成する事業に対して都道府県が補助する事業
（２）指定都市及び中核市が実施する事業又は助成する事業

Ⅲ 放課後児童クラブ支援事業

１ 趣 旨
放課後児童健全育成事業を実施するための施設（放課後児童クラブ）へのボランテ

ィアの派遣や放課後児童指導員の健康診断、障害児受入のための指導員の確保等を行
うことにより、放課後児童クラブの円滑な事業実施に資するとともに、放課後子ども
プランの推進を図ることを目的とする。

２ 実施主体
本事業の実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ ）等とする。。
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３ 事業内容
実施主体は、次の何れかの事業を実施するものとする。

（１）ボランティア派遣事業
児童が地域の様々な人々と関わり合うことは、児童の成長・発達において重要

であることから、市町村が、伝統的技術や自然体験の技術などを持つボランティ
アの登録名簿を作成し、以下の①～④の何れかの事業を実施するために放課後児
童クラブへ派遣する。
① 伝承遊び等事業

お手玉、けん玉、あやとり、民謡、太鼓、囲碁、将棋、カルタ遊び、工作、
折り紙などの遊びの指導を実施する事業。

② 自然等体験事業
田植え、畑づくり、地域のお祭りへの参加、草木や野鳥や昆虫などの自然観

察などの体験活動を実施する事業。
③ 巡回派遣事業

障害児と健常児の関わり合いなど、放課後児童クラブを行うに当たって配慮
が必要な児童への生活指導等を行う放課後児童指導員に対する援助を実施する
事業。

④ 長期休暇派遣事業
長期休暇期間において、利用時間が長くなることや一時的に利用する児童の

増加などに配慮して生活指導等を行う放課後児童指導員に対する援助を実施す
る事業。

（２）放課後子どもプラン実施支援等事業
放課後児童クラブ未実施市町村に取組を促し、放課後子どもプランの円滑な策

定・実施が図られるよう、以下の①～⑤の事業を実施する。
① 人材確保のための研修等

新たに放課後児童指導員を希望する者等に対する研修の実施、研修受講者の
名簿への掲載・登録、他自治体で実施しているクラブの見学・実習の実施

② 地区別運営委員会の設置・開催
各小学校区内での実施場所の選定・確保、具体的な連携方法や活動内容等を

検討する運営委員会の設置・開催
③ 広報啓発

「放課後子どもプラン」の実施に向けたリーフレットの作成などの広報活動
④ その他

その他「放課後子どもプラン」の推進に資する取組
（３）放課後児童の衛生・安全対策事業

感染症罹患等の有無を発見するため、民営の放課後児童クラブに従事する放課
後児童指導員に対する健康診断を行う。

（４）障害児受入推進事業
放課後児童クラブにおける障害児の受入れを推進するため、以下の①～③の何

れかの方法により、障害児を受け入れるクラブにおいて、専門的知識等を有する
指導員を配置する。
① 市町村が専門的知識等を有する指導員を直接雇用し、放課後児童クラブに派

遣して配置
② 放課後児童クラブが専門的知識等を有する指導員を雇用して配置し、当該費

用を市町村が委託費として支出
③ 放課後児童クラブが雇用した指導員について、市町村が一定期間内に必要な

研修を受講させる、又は個々の指導員が有する経歴、資格等から専門的知識等
を有すると市町村が認めた上で配置し、当該費用を市町村が助成（補助）

４ 留意事項
（１）３の（１）の実施に当たって同じ小学校で放課後児童クラブと別添１に基づく

放課後子ども教室推進事業を実施する場合は、ボランティアの効果的な活用を図
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ること。
（２）３の（３）の実施に当たっては、感染症等にかかる健康診断について既存の制

度等を活用するなどして柔軟に実施すること。
（３）３の（４）の実施に当たっては、都道府県等が実施するⅣに基づく放課後児童

指導員等資質向上事業を十分に活用するなどして、障害児対応を行う指導員の研
修の機会を確保し、専門的知識や技術等の習得に努め、障害児の受入れの推進を
図ること。

５ 費 用
国は、次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとする。

（１）市町村が実施する事業に対して都道府県が補助する事業又は助成する事業（３
の（４）に限る ）。

（２）指定都市及び中核市が実施する事業又は助成する事業（３の（４）に限る ）。

Ⅳ 放課後児童指導員等資質向上事業

１ 趣 旨
放課後児童指導員等に対して必要な知識及び技術の習得のための研修を行うことに

より、指導員等の資質の向上及び放課後子どもプランの円滑な実施を図ることを目的
とする。

２ 実施主体
本事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市とする。
ただし、事業の全部又は一部について事業を実施するのに適した社会福祉法人、財

団法人及び特定非営利活動法人等に委託することができるものとする。

３ 研修対象者
（ ） （ ）１ Ⅰに基づく放課後児童健全育成事業を実施するための施設 放課後児童クラブ

に従事する放課後児童指導員及び放課後児童クラブの活動に関わるボランティア
など

（ ） （ 「 」２ 別添１に基づく放課後子ども教室推進事業 以下 放課後子ども教室推進事業
という ）の担当者及び事業が円滑に運営されるためにこれらの者と連携・協力。
を行う学校の教職員など

４ 事業内容
児童の安全管理、生活指導、遊びの指導及び障害児など特に配慮が必要な児童に対

する指導技術に関する研修、並びに放課後子どもプランの円滑な実施や実施に当たっ
ての留意点等に関する研修を実施するものとする。

５ 留意事項
（１）放課後子ども教室推進事業の担当者に対する研修を併せて実施する場合には、

放課後子ども教室推進事業及び放課後児童クラブそれぞれの担当者又は指導員等
が両研修を相互に受講できるよう連携を図るとともに、両研修内容の整合性や日
程等にも配慮すること。

（２）放課後児童クラブにおける障害児の受入れを推進し、適切な対応を図るため、
研修内容に必要な知識の習得や実践的な指導技術に関する援助方法を盛り込むな
ど、障害児対応指導員の資質の向上に努めること。

６ 費 用
都道府県、指定都市及び中核市が実施する事業に対して、国は別に定めるところに

よ り 補 助 す る も の と す る 。


